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　学校事務の共同実施は，教員の事務処理に伴う負担軽減にむけて注目される取り組みであるが，

こうした取り組みのもとでの学校事務職員の勤務実態については，これまで十分に明らかにされて

こなかった。そこで本稿では，学校事務の共同実施を導入している2013年7月に三重県で行った公

立小・中学校事務職員の勤務実態調査の結果を集計する。

　調査結果より，①時間外勤務時間は勤務日1日あたりで1時間前後であり，休日についてはほとん

どない（ただし調査実施時期が年度末・年度初め，予算要求期等業務が比較的集中しない時期であっ

たことによる影響もうかがえる），②教員の負担となっている各種調査・統計に関する業務時間が短

い，③小学校に比べて中学校では就学援助や教職員の給与関連の業務の労働時間が長い，④共同実

施として教職員の給与・旅費関係の業務に費やす時間の長い職員は勤務校でもこれらの業務に費や

す時間が長い傾向があることが確認された。

キーワード：学校事務の共同実施，公立小・中学校事務職員，勤務実態調査

Ⅰ 課題設定 ―教員の業務負担軽減にむけて，学校事務職員の勤務実態を把握する―
　本稿の目的は，学校事務の共同実施を行っている三重県の学校事務職員を対象に筆者らが行った

勤務実態調査の集計結果を整理し，労働時間をはじめとした学校事務職員の勤務実態を明らかにす

ることにある。

　2000年代後半以降，教員の労働時間に対して社会的な関心が向けられてきた。2006年に文部科学

省は「教員勤務実態調査」を実施し，約40年ぶりに全国の教員の労働時間が明らかとなった。本調

査以後も，都道府県教育委員会および教職員組合によって同様の調査が行われ1，児童生徒の指導に

直接関係しない事務処理などの業務が多く，こうした教員の業務負担の縮減にむけて，教員と学校

事務職員との協働の必要性などが提唱されてきた（財団法人静岡総合研究機構2008等）。さらに

2013年 に OECD に よ っ て 実 施 さ れ た 第2回 国 際 教 員 指 導 環 境 調 査（TALIS：Teaching and 

Learning International Survey）の結果が，2014年6月に公表され，日本の中学校教員の週あたり労

働時間が調査対象国の中で最長であり，書類作成などの事務処理に費やす時間が他国に比べて長い
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ことが示された（国立教育政策研究所編2014）2。これらのことは従来の教員の労働時間調査の結果

によっても明らかにされてきたことであるが，あらためて多国間での比較で確認されたことの意義

は大きく，TALIS の結果を受けて教員の業務負担軽減にむけた政策論議が動きはじめた。文部科

学省は教員の業務負担を軽減するために，事務職員の増員を盛り込んだ平成27年度予算の概算要求

を行った3。また2014年7月に下村博文文部科学大臣は中央教育審議会に対して「これからの学校

教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方について」を諮問し，「教員が専門職として教育活

動に専念できるように，教員と事務職員の役割分担を見直し改善すること」などを同審議会で検討

することを求めた4。このように2000年代以降，教員は事務処理に伴う業務量が多く，本務である

教育活動に十分な時間がとれない実態があり，このような教員の勤務実態を受けて，今後事務処理

を学校事務職員と連携して行うことの必要性が指摘されてきた。

　とりわけ学校事務職員を活用して教員の事務処理に伴う業務負担を軽減するために推進されている取

り組みのひとつとして，学校事務の共同実施があげられる（中島・川上2014）。学校事務の共同実施とは

「複数の学校に対して1名の事務職員が加配され，何らかのかたちで各学校の共通事務を共同化するこ

と」（浜田2011：52頁）である5。1998年中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」

で，学校事務の効率化にむけた改善策として学校事務の共同化がはじめて提言され，2007年中央教育

審議会答申「今後の教員給与の在り方について」で「教員の事務負担を軽減することができるよう，事務

処理体制の充実を図」る方策の一つとして，「事務の共同実施の促進」が提言された6。2012年10 ～

11月に全国公立小中学校事務職員研究会が実施した全国調査の結果より，学校事務の共同実施の導

入に対して多くの都道府県が積極的であり，また多くの都道府県が学校事務職員に対して，教員の負担

軽減と児童生徒に向き合う時間の確保に寄与することを今後期待していることが読みとれる7。

　しかし，教員の負担軽減にむけてその役割が期待されている学校事務職員の勤務実態については，

十分把握されているとはいえない。管見の限りでは，学校事務職員を対象に行った勤務実態調査は，

2013年11月末～ 12月末にかけて横浜市教育委員会が行った「教職員の勤務実態調査」に限られる8。

また同調査により，学校事務職員の勤務日1日あたりの業務時間が約9時間40分，休日1日あたりの

業務時間がほとんどないということが示された9が，学校事務職員が具体的にどの業務にどのくら

いの時間を費やしているのかについては明らかにされていない。加えて同調査が行われた横浜市で

は学校事務の共同実施が導入されているが，調査結果からは共同実施されている学校事務に関する

勤務実態を把握することができない。

　そこで本稿では，教員の事務負担軽減の方策として期待されている学校事務の共同実施を行って

いる自治体の学校事務職員を対象にして行った勤務実態調査の結果を要約し，学校事務の共同実施

を含めた学校事務職員の勤務実態を明らかにする。

Ⅱ 学校事務職員勤務実態調査の概要と調査結果の集計方法
（1）調査の概要

　本分析に用いるデータは，2013年7月4日（木）～ 7月10日（水）の1週間にかけて，筆者らが三重
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県の学校事務職員69名（うち小学校勤務が46名，中学校勤務が23名）を対象に行った調査から得ら

れたものである。三重県は2006年度に学校事務の共同実施を県内全域で本格的な実施をはじめ，共

同実施組織で業務の一部が遂行されている（全国公立小中学校事務職員研究会2013）。この点で三

重県の学校事務職員を対象にした調査結果を分析することは，本稿が課題とする学校事務の共同実

施を含めた学校事務職員の勤務実態を明らかすることに寄与できよう。

　さて調査方法についてまとめる。本調査では，2006年度文部科学省「教員勤務実態調査」10と同様

に，対象者に対して「業務記録」と「個人調査票」を記入するように求めた。「業務記録」とは，調査期

間毎日の業務内容と当該業務に費やした時間を測定するための調査票であり，毎日1日30分単位に

（つまり1日あたり48マスについて），当該時間帯に従事した業務として該当するものを1つ選択す

るよう求めた。なお業務の選択肢（業務分類）は，表1に示すように a ～ w の23の項目より構成さ

れる11。また勤務校での業務は黒ペンで，学校事務の共同実施としての業務については赤ペンで記

入するよう依頼し，学校事務の共同実施として行った業務時間も測定した。「個人調査票」では調査

対象者の性別，年齢，通勤時間，子どもや要介護者の有無といった対象者個人に関する質問に加えて，

職務に対する意識，さらには勤務校の様子に関する項目を設定した。

（2）調査結果（業務記録）の集約方法

　続いて，本稿の主たる関心である学校事務職員の勤務実態に関する「業務記録」の集約方法につい

て記す。本調査の結果は2006年度文部科学省「教員勤務実態調査」と同様に，勤務日1日あたりと休

日1日あたり，それぞれについて回答者の業務時間・労働時間の平均値を算定する。

　勤務日1日あたりの業務時間については，①勤務時間内に行われた業務，②残業として行われた

業務，③持帰り業務，の3つに分けて算定を行う。あらためてこれら3つの業務について説明すると，

次のようになる。まず勤務時間内に行われた業務とは，各学校の定める始業時刻から終業時刻まで

の間に行われた業務を表す。残業として行われた業務とは，勤務校に出勤した時刻から始業時刻ま

での間と終業時刻から勤務校から退勤した時刻との間に行われた業務をさす。持帰り業務とは，勤

務校に出勤する前ならびに勤務校から退勤した後に学校外で行われた業務のことを表す。そして勤

務日1日あたりの労働時間とは，上記の3種類の業務時間をあわせたものを表す。

　休日については勤務時間が存在しないため，①残業として行われた業務，②持帰り業務の2つか

ら構成される。休日に残業として行われた業務とは，休日中に学校で行った業務をさす。そして休

日の持帰り業務とは，休日中に学校外で行った業務を表す。休日1日あたりの労働時間は，これら2

つの業務時間の和で算定する。以上を要約すると，図1のようになる。

　次節では，大きく3つについて調査結果を整理する。第1に小・中学校それぞれについて，各業務

の勤務日1日あたりの勤務時間，残業時間，持帰り業務時間，そしてこれら3つの合計よりなる労働

時間，ならびに休日1日あたりの残業時間，持帰り業務時間，そしてこれら2つの合計である労働時

間の計7つの時間の平均値を算出する。これによって小・中学校それぞれに勤務する学校事務職員

がどのような業務に時間を割いているのかを明らかにする。
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表1　学校事務職員勤務実態調査に使用した業務分類

業務分類 具体的な業務内容

庶 務

a・A 文書に関すること 文書関係事務，学校備品付表簿等管理，保存事務

b・B 調査，統計に関すること 学校基本調査関係事務，その他の調査，統計事務

c・C 渉外に関すること 官公庁等の渉外関係事務

d・D 庶務に関すること 職員等の証明関係事務，庶務関係事務

学 務

e・E 就学援助に関すること 就学援助関係事務・就学奨励関係事務

f・F 学籍に関すること 児童生徒の転入，転出関係事務

g・G 教科書に関すること 児童生徒の教科書関係事務

h・H 証明に関すること 各種証明書等発行関係事務

人 事
i・I 人事事務に関すること 採用，退職，転出入関係事務，勤務記録関係事務，

その他の人事関係事務

j・J 服務事務に関すること 出勤簿関係事務，その他服務関係事務

給 与
k・K 給与に関すること 給与関係事務，年末調整，市町村民税関係事務

l・L 旅費に関すること 予算管理事務，その他旅費関係事務

福 利 厚 生 m・M 福利厚生に関すること 公立学校共済組合，互助会関係事務，社会保険関係事務，
その他福利厚生関係事務

管 財
n・N 施設・設備に関すること 施設・設備の維持，管理関係事務，

その他の施設・設備関係事務

o・O 物品に関すること 物品の維持，管理関係事務，その他物品関係事務

経 理

p・P 予算管理に関すること 予算の編成，執行，調整関係事務

q・Q 契約執行に関すること 物品購入，修繕関係事務

r・R 決算に関すること 公費等決算関係事務

s・S 学校徴収金に関すること 計画，執行，決算関係事務

t・T 補助金・委託料に関すること 補助金・委託料関係事務

監 査 u・U 監査・検査に関すること 監査・検査関係事務

そ の 他
v・V 上記にあてはまらない業務 会議，出張，各行事の準備，他校の支援等

w・W 昼食，休憩

（注）業務分類記号のうち小文字は勤務校での業務を，大文字は共同実施としての業務を表す。
 〔出所〕筆者作成。

出勤時刻 始業時刻 終業時刻 退勤時刻

勤務日 ③持帰り ②残業 ①正規の勤務 ②残業 ③持帰り

出勤時刻 退勤時刻

休　日 ③持帰り ②残業 ③持帰り

図1　本分析に用いる業務時間の定義

〔注〕《勤務日》正規の勤務時間 = ①，残業時間 = ②，持帰り業務時間 = ③，労働時間 = ① + ② + ③
　 　《休　日》残業時間 = ②，持帰り業務時間 = ③，労働時間 = ② + ③

〔出所〕青木・神林（2013：21頁）を再掲。
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　第2に，勤務日1日あたり，休日1日あたりの平均労働時間から各業務の週あたりの労働時間を算

定し，この平均値について小・中学校間で比較を行う。これによって各学校の学校事務職員の勤務

の特徴を明らかにする。ここでは各業務の週あたりの労働時間は，次の（式1）ように算定する。

週あたりの労働時間＝勤務日1日あたりの労働時間×5＋休日1日あたりの労働時間×2（式1）

　第3に，共同実施として行った業務と勤務校で行った業務との対応関係である。第1の分析で析

出された労働時間の長い共同実施として行う業務は，勤務校での業務としてはどの程度の時間が割

かれているのであろうか。これについて相関分析を用いて検討を行う。

Ⅲ 集計結果
（1）小・中学校事務職員の勤務時間・残業時間・持帰り業務時間・労働時間

　小・中学校事務職員の勤務時間・残業時間・持帰り業務時間，そしてこれらを合わせて算定される

労働時間について，勤務日1日あたりと休日1日あたりそれぞれについて算定した結果を示す。結

果は勤務日1日あたりについては表2，休日1日あたりについては表3のようにまとめられる。

　まず勤務日1日の結果を記述する。表2の勤務校での業務の労働時間から，小・中学校ともに会議，

出張，学校行事の準備等からなる「上記にあてはまらない業務」，ならびに「文書に関すること」に費

やす時間が長いことが読みとれる。小学校については「上記にあてはまらない業務」の労働時間（平

均1時間55分）が最多で，次いで「文書に関すること」（平均1時間33分），「予算管理に関すること」（平

均30分）となっている。中学校についても「上記にあてはまらない業務」が最多（平均1時間42分）で，

次いで「文書に関すること」（平均1時間20分），「給与に関すること」（平均40分）の順に労働時間が

長い。

　他方で学校事務の共同実施として行われる業務の平均労働時間は，小・中学校ともに勤務校での

業務の平均労働時間に比べて小さいことも表2より読み取ることができる。小・中学校双方で学校

事務の共同実施として平均労働時間が相対的に長い業務は，「給与に関すること」（小学校24分，中

学校22分），「旅費に関すること」（小学校24分，中学校25分），「上記にあてはまらない業務」（小学

校26分，中学校20分）であるが，これらの労働時間はおおむね勤務校のものよりも短い。

　そしてこれらの業務のほとんどが勤務時間内で処理されていること，さらに勤務時間内で一定程

度の休憩・昼食の時間が確保されていることも特筆される。今回の学校事務職員を対象にした勤務

実態調査では，残業時間・持帰り業務時間あわせて勤務日1日あたりで約1時間であった。また今回

の調査結果では，勤務時間帯での「昼食，休憩」のうち，勤務校でのものが小学校で勤務日1日あた

り平均33分，中学校で平均29分であった。
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表2　勤務日1日あたりの小・中学校事務職員の労働・勤務・残業・持帰り業務時間
（単位）時間：分

労働時間 勤務時間 残業時間 持帰り業務時間
小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

勤
務
校
で
の
業
務

a 文書に関すること 1:33 1:20 1:22 1:07 0:07 0:08 0:00 0:01
b 調査，統計に関すること 0:05 0:02 0:05 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
c 渉外に関すること 0:02 0:01 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
d 庶務に関すること 0:01 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
e 就学援助に関すること 0:10 0:25 0:09 0:23 0:00 0:02 0:00 0:00
f 学籍に関すること 0:06 0:05 0:04 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
g 教科書に関すること 0:02 0:03 0:02 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
h 証明に関すること 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
i 人事事務に関すること 0:02 0:02 0:02 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
j 服務事務に関すること 0:29 0:39 0:25 0:33 0:03 0:02 0:00 0:00
k 給与に関すること 0:21 0:40 0:18 0:36 0:02 0:01 0:00 0:00
l 旅費に関すること 0:29 0:34 0:25 0:26 0:02 0:04 0:00 0:01
m 福利厚生に関すること 0:03 0:07 0:03 0:05 0:00 0:01 0:00 0:00
n 施設・設備に関すること 0:08 0:05 0:08 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00
o 物品に関すること 0:20 0:12 0:17 0:08 0:02 0:03 0:00 0:00
p 予算管理に関すること 0:30 0:18 0:27 0:17 0:02 0:01 0:00 0:00
q 契約執行に関すること 0:15 0:12 0:12 0:10 0:02 0:01 0:00 0:00
r 決算に関すること 0:05 0:02 0:05 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
s 学校徴収金に関すること 0:19 0:31 0:16 0:26 0:01 0:02 0:00 0:01
t 補助金・委託料に関すること 0:01 0:08 0:01 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00
u 監査・検査に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
v 上記にあてはまらない業務 1:55 1:42 1:39 1:27 0:12 0:11 0:02 0:02
w 昼食，休憩 0:34 0:30 0:33 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00

小計（昼食，休憩を除く） 7:07 7:18 6:10 6:15 0:42 0:41 0:06 0:08

共
同
実
施
と
し
て
の
業
務

A 文書に関すること 0:02 0:02 0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
B 調査，統計に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
C 渉外に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
D 庶務に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
E 就学援助に関すること 0:04 0:06 0:03 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00
F 学籍に関すること 0:01 0:01 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
G 教科書に関すること 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
H 証明に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
I 人事事務に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
J 服務事務に関すること 0:06 0:05 0:06 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
K 給与に関すること 0:24 0:22 0:21 0:22 0:01 0:00 0:00 0:01
L 旅費に関すること 0:24 0:25 0:22 0:22 0:00 0:01 0:00 0:00
M 福利厚生に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
N 施設・設備に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
O 物品に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
P 予算管理に関すること 0:05 0:02 0:04 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
Q 契約執行に関すること 0:02 0:03 0:01 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
R 決算に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
S 学校徴収金に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
T 補助金・委託料に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
U 監査・検査に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
V 上記にあてはまらない業務 0:26 0:20 0:22 0:19 0:01 0:01 0:00 0:00
W 昼食，休憩 0:05 0:05 0:05 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00

小計（昼食，休憩を除く） 1:42 1:31 1:30 1:26 0:05 0:03 0:02 0:02
合計（昼食， 休憩を除く） 8:49 8:49 7:40 7:42 0:47 0:45 0:09 0:11

（注）小学校 N=46，中学校 N=23．
〔出所〕筆者作成。
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表3　休日1日あたりの小・中学校事務職員の労働・残業・持帰り業務時間
（単位）時間：分

労働時間 残業時間 持帰り業務時間
小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

勤
務
校
で
の
業
務

a 文書に関すること 0:03 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00
b 調査，統計に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
c 渉外に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
d 庶務に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
e 就学援助に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
f 学籍に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
g 教科書に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
h 証明に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
i 人事事務に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
j 服務事務に関すること 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
k 給与に関すること 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
l 旅費に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
m 福利厚生に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
n 施設・設備に関すること 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
o 物品に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
p 予算管理に関すること 0:04 0:01 0:02 0:01 0:01 0:00
q 契約執行に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
r 決算に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
s 学校徴収金に関すること 0:03 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00
t 補助金・委託料に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
u 監査・検査に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
v 上記にあてはまらない業務 0:06 0:01 0:05 0:00 0:00 0:00
w 昼食，休憩 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00

小計（昼食，休憩を除く） 0:24 0:02 0:18 0:01 0:05 0:00

共
同
実
施
と
し
て
の
業
務

A 文書に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
B 調査，統計に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
C 渉外に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
D 庶務に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
E 就学援助に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
F 学籍に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
G 教科書に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
H 証明に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
I 人事事務に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
J 服務事務に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
K 給与に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
L 旅費に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
M 福利厚生に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
N 施設・設備に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
O 物品に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
P 予算管理に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Q 契約執行に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
R 決算に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
S 学校徴収金に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
T 補助金・委託料に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
U 監査・検査に関すること 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
V 上記にあてはまらない業務 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
W 昼食，休憩 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

小計（昼食，休憩を除く） 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
合計（昼食， 休憩を除く） 0:24 0:02 0:18 0:01 0:05 0:00

（注）小学校 N=46，中学校 N=23．
〔出所〕筆者作成。
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　最後に労働時間の短い業務について整理する。はじめに勤務校での業務については小・中学校と

もに，表1の分類での「文書に関すること」を除く庶務に該当する業務（例：調査，統計に関すること），

「教科書に関すること」「人事事務に関すること」に費やす時間が相対的に短い。また共同実施とし

て行う業務については，上記の「給与に関すること」「旅費に関すること」「上記にあてはまらない業

務」以外については，ほとんどの平均労働時間が0分であることが確認できる。

　次に休日1日あたりについて結果を記す。表3（前頁）の休日1日あたりの労働時間より，小・中学

校ともに学校事務職員は休日にほとんど時間外勤務に従事していないことがまず読みとれる。「昼

食，休憩」を除いた休日1日あたりの全体の労働時間は，小学校で24分，中学校で2分であった。

　平均労働時間が長い業務をあげると，小・中学校ともに「上記にあてはまらない業務」（小学校6分，

中学校1分），「予算管理に関すること」（小学校4分，中学校1分）のようになる。それ以外のほとん

どの業務については，小・中学校双方で平均労働時間が0分である。

（2）小・中学校事務職員それぞれの勤務の特徴 ―週あたりの平均労働時間の比較分析を通じて―

　次に小・中学校それぞれの学校事務職員について，各業務の週あたり労働時間を算定し，これの

比較を通じて小・中学校事務職員それぞれの業務の特徴をまとめる。

　各業務の週あたり労働時間の算定結果は，表4のようにまとめられる。表4よりおおむね小・中学

校の間で，学校事務職員が従事する各業務の週あたりの平均労働時間に大きな差はないことがまず

読みとれる。

　ただし小・中学校との間で週あたり労働時間の平均値差の検定を行ったところ，勤務校での業務

として行われる「就学援助に関すること」「補助金・委託料に関すること」は有意確率1％水準で，勤

務校での業務としての「給与に関すること」は有意確率5％水準で，有意差が確認された。勤務校で

の就学援助に関する業務，教職員の給与関係事務，ならびに補助金・委託料に関する事務に対する

労働時間は，いずれも小学校に比べて中学校で長い。

　また労働時間の平均値差の統計的検定では有意差は析出されなかったものの，勤務校での業務と

して行われる「文書に関すること」ならびに「上記にあてはまらない業務」については，中学校に比

べて小学校の学校事務職員の方が，平均労働時間が長いことが表4より読み取れる。これら2つの

業務の週あたり平均労働時間は小学校の方が中学校に比べて，1時間ほど長い。また昼食や休憩を

除く全体の平均労働時間についても，中学校が44時間12分であるのに対して，小学校が44時間54

分と中学校に比べて長い。
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表4　週あたり平均労働時間の比較（小・中学校）
（単位）時間：分

週あたりの平均労働時間 平均値差の
検定小学校 中学校

勤
務
校
で
の
業
務

a 文書に関すること 7:54 6:43
b 調査，統計に関すること 0:28 0:14
c 渉外に関すること 0:10 0:05
d 庶務に関すること 0:05 0:05
e 就学援助に関すること 0:53 2:09 **
f 学籍に関すること 0:32 0:26
g 教科書に関すること 0:11 0:15
h 証明に関すること 0:04 0:08
i 人事事務に関すること 0:14 0:13
j 服務事務に関すること 2:32 3:15
k 給与に関すること 1:47 3:22 *
l 旅費に関すること 2:28 2:54
m 福利厚生に関すること 0:18 0:37 †
n 施設・設備に関すること 0:47 0:26
o 物品に関すること 1:41 1:00
p 予算管理に関すること 2:40 1:34 †
q 契約執行に関すること 1:17 1:02
r 決算に関すること 0:27 0:10
s 学校徴収金に関すること 1:42 2:36
t 補助金・委託料に関すること 0:09 0:40 **
u 監査・検査に関すること 0:03 0:00
v 上記にあてはまらない業務 9:50 8:33
w 昼食，休憩 2:56 2:33

共
同
実
施
と
し
て
の
業
務

A 文書に関すること 0:10 0:14
B 調査，統計に関すること 0:00 0:00
C 渉外に関すること 0:02 0:00
D 庶務に関すること 0:01 0:00
E 就学援助に関すること 0:20 0:30
F 学籍に関すること 0:05 0:07
G 教科書に関すること 0:02 0:02
H 証明に関すること 0:00 0:00
I 人事事務に関すること 0:04 0:01
J 服務事務に関すること 0:33 0:26
K 給与に関すること 2:04 1:50
L 旅費に関すること 2:03 2:06
M 福利厚生に関すること 0:02 0:01
N 施設・設備に関すること 0:00 0:00
O 物品に関すること 0:02 0:00
P 予算管理に関すること 0:26 0:14
Q 契約執行に関すること 0:11 0:19
R 決算に関すること 0:02 0:00
S 学校徴収金に関すること 0:03 0:00
T 補助金・委託料に関すること 0:01 0:00
U 監査・検査に関すること 0:00 0:00
V 上記にあてはまらない業務 2:11 1:43
W 昼食，休憩 0:28 0:25
合計（昼食， 休憩を除く） 44:54 44:12

（注）小学校 N=46，中学校 N=23．**：p ＜ .01，*：p ＜ .05，†：p ＜ .10
〔出所〕筆者作成。
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（3）共同実施として行った業務と勤務校での業務との対応関係

　最後に学校事務の共同実施として行われた業務は，勤務校ではどの程度の時間行われているのかに

ついて結果をまとめる。これまでの分析結果より，小・中学校ともに学校事務の共同実施として「給与に

関すること」「旅費に関すること」，そして会議，出張，各行事の準備，他校の支援等の「上記にあてはま

らない業務」に費やす時間が特に長いことが確認された。では共同実施として労働時間が比較的長い

これら3つの業務は，勤務校での業務としても労働時間が長いのであろうか。それとも共同実施として上

記 3 業務は行われる分だけ，勤務校として行われる業務は減少する傾向が析出されるのであろうか。

　以上を検証するにあたり，小・中学校の学校事務職員別に，「給与に関すること」「旅費に関する

こと」「上記にあてはまらない業務」の3業務について，共同実施として行われた業務と勤務校での

業務それぞれの週あたりの労働時間の相関分析を行う。分析結果は表5のとおりである。

　表5より，まず「給与に関すること」の共同実施としての週あたり労働時間と勤務校での週あたり

労働時間との間には，小学校については正の相関の有意傾向が確認され（相関係数 r=.261，p ＜ .10），

他方で中学校については両者の間には相関関係は確認されなかった（r=.088，p=n.s.）。つまり小学

校事務職員については，共同実施で給与に関する業務に費やす時間の長い職員は，勤務校でも給与

に関する業務に費やす時間が長い傾向がある。他方で中学校事務職員については，共同実施で給与

に関する業務に従事する時間が長いからといって，勤務校での給与に関する業務時間が長い，ある

いは短いという傾向は確認されず，両者の労働時間の間には関連がないことがうかがえる。

　次に「旅費に関すること」の共同実施としての週あたり労働時間と勤務校での週あたり労働時間

との間には，小学校では統計的に有意な相関が析出されなかった（r=.072，p=n.s.）が，他方で中学

校では有意確率5％水準で統計的に有意な正の相関関係（r=.504，p ＜ .05）が析出された。このこと

から小学校に勤務する学校事務職員では，共同実施として行う旅費に関する業務に費やす時間と勤

務校での旅費関連の業務に費やす時間との間には関連はない。他方で中学校に勤務する学校事務職

員については，共同実施として旅費に関する業務に費やす時間が長い職員ほど勤務校での旅費に関

する業務に費やす時間が長い傾向が読みとれる。

表5　共同実施としての週あたり労働時間と勤務校での週あたり労働時間の相関
（給与・旅費に関すること，上記にあてはまらない業務）

勤務校での週あたり労働時間（給与に関すること）

共同実施としての週あたり労働時間
（給与に関すること）

小学校（N=46） .261　†
中学校（N=23） .088　　

勤務校での週あたり労働時間（旅費に関すること）

共同実施としての週あたり労働時間
（旅費に関すること）

小学校（N=46） .072　　
中学校（N=23） .504　  *

勤務校での週あたり労働時間（上記にあてはまらない業務）

共同実施としての週あたり労働時間
（上記にあてはまらない業務）

小学校（N=46） -.098　　
中学校（N=23） -.282　　

（注）*：p ≪ .05（両側）, †：p ≪ .10（両側）
〔出所〕筆者作成。
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　最後に「上記にあてはまらない業務」について，共同実施としての週あたり労働時間と勤務校での

週あたり労働時間の2つの相関を分析したところ，小・中学校ともに統計的に有意な相関関係は析

出されなかった。

Ⅳ 考察と今後の課題
　以上，学校事務の共同実施を県内全域で導入している三重県の学校事務職員を対象にした勤務実

態調査の集計結果をまとめた。ここでは上記の3つの分析結果を踏まえて考察を行う。

　第1に勤務時間・残業時間・持帰り業務時間・労働時間の集計結果より，2点論じたい。まず小・

中学校事務職員の業務の大半は勤務時間内で完結されていることがあげられる。本調査の結果によ

ると，小・中学校の学校事務職員は勤務日1日あたり1時間程度にとどまり，休日についてはほとん

どないことが読みとれた。学校事務職員は，勤務校では文書関係の事務に，そして学校事務の共同

実施としては給与や旅費関係事務に多くの時間を費やしているが，これらの業務の大半は時間外勤

務として行われることはほとんどない。とくに持帰り業務時間がほとんどないのは，学校事務職員

の行う業務は校内のみでしか処理できないものが大半であることがその背景として考えられる。

　ただし今回の調査は7月という年度末・年度初め及び予算要求期といった業務が比較的集中しな

い時期であったことから，上記のような結果が得られた可能性もある。先に引用した横浜市教育委

員会調査は2013年11月～ 12月に実施され，学校事務職員の勤務日1日あたりの業務時間が約9時

間40分であり，時間外勤務が2時間近くという結果が得られた。これは本調査よりも時間外勤務時

間が長いことから，本調査結果を解釈するにあたっては，時期による学校事務職員の業務内容・業

務時間の変動があることを一定程度留意する必要があろう12。

　次に小・中学校事務職員の「調査，統計に関すること」の労働時間が短いことを特筆したい。本稿

の第Ⅰ節で2000年代後半以降に行われた教員の勤務実態調査の結果として，日本の教員の事務処理

に伴う業務負担が過重であることが示されており，そしてこうした調査結果を踏まえて，教員の事

務処理に伴う業務負担を軽減する方策として，学校事務職員の活用が今後期待されていることに言

及した。ここでいう教員が負担を感じる事務処理には，各学校・教職員に依頼される諸調査への回

答が該当すると考えられるが13，今回の調査結果は，学校事務職員が調査・統計への回答業務に費

やす時間は相対的には短かった。調査・統計への回答の多くは教員が行っており，これが教員にとっ

て過重な業務負担となっている可能性が確認された。

　以上より，かねてから教員の負担とされる調査・統計への回答をはじめとした事務処理の軽減に

むけて，実際には学校事務職員が十分に活用されていない，あるいは活用するためには克服すべき

課題がある状況がうかがえる。各学校・教職員に依頼される調査には，たとえば「学校基本調査」の

ように，教職員数や児童生徒数といった学校事務職員でも回答が比較的容易に可能な調査がある。

一方で本稿冒頭に記したTALIS や，学力やいじめ等の生徒指導上の課題・実態を把握するために

教育委員会が独自に学校に対して行う調査など，管理職や教員でないと回答ができない調査もあり，

このような場合，学校事務職員を活用して教員の事務処理の負担を軽減することは難しい。本分析
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結果から，学校事務職員を活用して教員の事務処理に伴う業務負担を軽減できる領域とそうでない

領域があることを再認識する必要性がうかがえる。

　第2に小・中学校事務職員の週あたり労働時間の比較分析より，小学校に比べて中学校の方が就

学援助や教職員の給与関連の週あたり労働時間が長い理由のひとつには，1校あたりの児童生徒数

ならびに教員数の多さが考えられる。言うまでもなく中学校区は複数の小学校区より構成されるこ

とから，概して小学校に比べて中学校の方が児童生徒数・教員数が多くなる。本調査を行った2013

年について，三重県内の自治体別に公立小・中学校1校あたりの教員数（本務者）と児童生徒数をま

とめた結果，三重県でもおおむね小学校に比べて中学校の方が教員数・児童生徒数が多いことがわ

かる14。このことから，小学校事務職員に比べて中学校事務職員は就学援助や教員の給与に関する

業務について処理すべき事務量が多く，上記のような結果が得られたと考えられる。

　第3に「給与に関すること」「旅費に関すること」「上記にあてはまらない業務」の3つについて，共

同実施として行った業務と勤務校での業務との対応に関する分析結果を踏まえると，共同実施を通

じて三重県では学校事務職員間で遂行する業務を役割分担している可能性がうかがえる。前節の分

析では，小学校事務職員について共同実施で行う「給与に関すること」の週あたり労働時間が長い職

員は，勤務校で行う当該業務の労働時間も長く，また中学校事務職員については，共同実施で行う

「旅費に関すること」の週あたり労働時間が長い職員は，勤務校で行う当該業務の労働時間も長い傾

向が析出された。これらの分析結果から三重県の学校事務職員では，共同実施という制度を活用し

て，給与や旅費に関する業務を特定の職員に担当させる実態があるものと考えられる。給与や旅費

に関する業務を中心に担う学校事務職員の存在，つまり特定の学校事務職員が，勤務校での業務と

しても事務の共同実施としても給与や旅費に関する業務に従事するといった実態があり，本調査結

果にはこうした実態が反映されたことが推察される。あくまでもこれは推察にとどまるものではあ

るが，学校事務の共同実施の導入によって，それまで勤務校の中で多岐にわたる業務を遂行する学

校事務職員の勤務形態から，勤務校内外の特定の業務に集中して遂行できる勤務形態が新たな選択

肢として創出できるかもしれない。状況に応じて勤務形態を多様化できるという点で，学校事務の

共同実施導入のメリットがうかがえる。

　最後に今後の課題について，1点言及する。学校事務の共同実施とは，中心校に学校事務の共同

実施組織を設置し，そこに複数の連携校から事務職員が集まって業務を行うものである15。しかし

今回の調査対象は，中心校と連携校との対応関係を考慮せずに抽出されたため，中心校に勤務する

学校事務職員の勤務実態と連携校に勤務する学校事務職員の勤務実態との関係，ならびに連携校に

勤務する学校事務職員どうしの勤務実態の関係を分析に加味することができなかった。学校事務の

共同実施の勤務実態をより詳細に把握するためには，今後共同実施組織を単位とした調査対象の抽

出を行い，上記の学校事務職員間の勤務実態の関係を検討する必要がある。

【付記1】

　本研究は，JSPS 科研費25590216及び JSPS 科研費266357の助成を受けたものです。
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【付記2】

　本調査・研究にご協力いただきました三重県教育委員会ならびに学校事務職員の皆様に，心より

御礼申し上げます。

【付記3】

　本稿は神林が第Ⅰ節から第Ⅳ節までの原案を執筆し，これに青木が全体の修正・加筆を行ったも

のである。執筆者名の順序は本稿の執筆への貢献度の順である。

【註】
1  管見の限り，静岡県教育委員会「教職員勤務実態調査」（2007年），兵庫県教育委員会「教職員勤務実態調査」（2008

年），北海道教育委員会「教育職員の時間外勤務等に係る実態調査」（2008年），長野県教育委員会「教員勤務実態調査」

（2011年），全日本教職員組合「勤務実態調査2012」（2012年），横浜市教育委員会「教職員の勤務実態に関する調査」

（2013年）があげられる。

　　また本稿執筆（2014年9月）の近時では，青森県教育委員会は2014年7月に，9年ぶりに教職員の勤務実態調査を

行うことが報道された（『朝日新聞』2014年5月19日付朝刊）。

2  ただし TALIS の結果を解釈する際には，同調査の調査対象，調査時期，業務時間の測定方法などに留意が必要で

ある（神林・青木2014）。

3  『毎日新聞』（2014年7月17日付朝刊）を参照。

4  中央教育審議会「1. 子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について（諮問），

2.これからの学校教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方について（諮問）」（入手先 URL：http://www.mext.

go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1350537.htm，最終閲覧日：2014年9月25日）を参照。

5  なお本分析対象である三重県では，全ての共同実施組織に加配があるわけではなく，大半の組織に対しては加配

を伴わずに共同実施を行っている。

6  青森県教育委員会「青森県公立小中学校事務の共同実施モデル」（入手先 URL：http://www.pref.aomori.lg.jp/

soshiki/kyoiku/e-kyoin/files/kyoudoujisshimoderu-zennbu-kyoudoujisshi.pdf，最終閲覧日：2014年9月25日）を参照。

7  全国公立小中学校事務職員研究会（2013）を参照。同調査では都道府県の学校事務の共同実施の実施状況として，

「市区町村に対して通知を発する等して積極的に推進している」ならびに「今後の推進に向けて検討している」と回

答したのが，有効回答のあった46都道府県のうち36都道府県（78.3％）であった。また「今後，事務職員に期待する

役割」に対する項目（複数回答，有効回答数47）については，「学校配当予算執行の適正化・効率化」（80.9％）に次いで，

「教員の負担軽減，児童生徒に向き合う時間の確保」（74.5％）を選択する都道府県が多かった。

8  本調査の概要については，横浜市教育委員会（2014a）を参照されたい。

9  横浜市教育委員会（2014b：1頁；9頁）を参照。

10  2006年度文部科学省「教員勤務実態調査」の概要については，国立大学法人東京大学（2007：47-58頁）を参照されたい。

11  本調査で設定した業務分類は「平成11年4月22日付三重県教育委員会教育長通知『公立小中学校事務職員の標準

的職務について』」を引用したものである。同通知の示す標準的職務については，度会町立小中学校事務処理規則別

表第1（入手先 URL：http://www1.g-reiki.net/watarai/reiki_honbun/i654RG00000474.html#e000000118，最終閲覧

日：2014年9月25日）等を参照されたい。
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12  なお2006年度文部科学省「教員勤務実態調査」より，時期によって教員の業務内容・業務時間が変動することが明

らかにされている（川上2008）。

13  熊本県教育委員会が2011年に同県の教職員を対象に行った調査で「普段の業務で負担に感じているもの」として，

小・中学校の教職員では「依頼された調査」と回答する者が最も多かった（熊本県教育庁2012）。

14  2013年度三重県内の自治体別の公立小・中学校数，教員数（本務者），児童生徒数，1校あたりの教員数（本務者），

1校あたりの児童生徒数をまとめると，付表1のようになる。

付表1　三重県自治体別公立小・中学校数・教員数（本務者）・児童生徒数等（2013年度）
公立小学校 公立中学校

学校数 教員数
（本務者) 児童数

１校
あたりの
教員数

（本務者)

１校
あたりの
児童数

学校数 教員数
（本務者) 生徒数

１校
あたりの
教員数

（本務者)

１校
あたりの
生徒数

全 体 412 7,091 99,580 17.21 241.70 170 3,953 50,852 23.25 299.13
津 市 55 1,030 14,566 18.73 264.84 22 554 6,987 25.18 317.59
四日市市 39 1,001 17,299 25.67 443.56 22 615 8,822 27.95 401.00
伊 勢 市 24 454 6,848 18.92 285.33 12 266 3,556 22.17 296.33
松 阪 市 41 683 8,976 16.66 218.93 13 327 4,177 25.15 321.31
桑 名 市 28 539 8,025 19.25 286.61 10 304 4,255 30.40 425.50
鈴 鹿 市 30 722 12,049 24.07 401.63 10 411 6,200 41.10 620.00
名 張 市 17 308 4,260 18.12 250.59 5 149 2,083 29.80 416.60
尾 鷲 市 10 81 802 8.10 80.20 5 42 469 8.40 93.80
亀 山 市 11 210 2,812 19.09 255.64 3 95 1,295 31.67 431.67
鳥 羽 市 9 103 972 11.44 108.00 6 77 539 12.83 89.83
熊 野 市 19 91 796 4.79 41.89 10 86 444 8.60 44.40
いなべ市 15 221 2,519 14.73 167.93 4 104 1,357 26.00 339.25
志 摩 市 20 233 2,347 11.65 117.35 9 140 1,446 15.56 160.67
伊 賀 市 26 401 4,633 15.42 178.19 10 224 2,443 22.40 244.30
木曾岬町 1 21 301 21.00 301.00 1 15 190 15.00 190.00
東 員 町 6 93 1,403 15.50 233.83 2 47 726 23.50 363.00
菰 野 町 5 143 2,426 28.60 485.20 2 79 1,316 39.50 658.00
朝 日 町 1 45 932 45.00 932.00 1 22 298 22.00 298.00
川 越 町 2 51 883 25.50 441.50 1 28 428 28.00 428.00
多 気 町 5 81 844 16.20 168.80 2 43 494 21.50 247.00
明 和 町 6 105 1,329 17.50 221.50 1 46 691 46.00 691.00
大 台 町 4 53 460 13.25 115.00 3 35 239 11.67 79.67
玉 城 町 4 73 1,004 18.25 251.00 1 31 482 31.00 482.00
度 会 町 1 27 443 27.00 443.00 1 22 272 22.00 272.00
大 紀 町 4 45 358 11.25 89.50 2 24 221 12.00 110.50
南伊勢町 6 59 439 9.83 73.17 3 39 318 13.00 106.00
紀 北 町 13 107 773 8.23 59.46 4 61 474 15.25 118.50
御 浜 町 4 47 478 11.75 119.50 3 33 279 11.00 93.00
紀 宝 町 6 64 603 10.67 100.50 2 34 351 17.00 175.50

〔出所〕 「平成25年度学校基本調査結果（三重県）」（入手先 URL：http://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/
library/gakkou/13/kakuhou.htm，最終閲覧日：2014年９月25日）をもとに筆者作成。
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15  佐賀県教育委員会「佐賀県における公立小中学校事務の共同実施について 学校事務の共同実施（イメージ）」（入

手先 URL：https://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1018/ik-syoutyuu/_21411.html，最終閲覧日：2014年9月25日）

を参照。
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学校事務の共同実施導入県における公立小・中学校事務職員の勤務実態

	 This	paper	aims	to	show	actual	working	conditions	of	public	elementary	and	 junior	high	

school	 clerical	 staffs	 in	 the	 prefectures	where	 school	 clerical	work	 cooperation	 policy	 is	

introduced.

	 School	 clerical	work	cooperation	draws	attention	 as	 a	policy	 for	 reduction	 of	 teachers’	

workload.	However,	actual	working	conditions	of	school	clerical	staffs	are	not	enough	realized	in	

the	prefectures	where	the	cooperation	policy	is	introduced.	Now,	we	conducted	a	time	use	survey	

in	2013.	The	respondents	of	 this	survey	were	69	school	clerical	staffs	 (including	46	elementary	

school	staffs	and	23	 junior	high	school	staffs)	 in	Mie	prefecture	where	the	school	clerical	work	

cooperation	policy	has	introduced	since	2006.

	 We	can	gain	the	results	of	the	survey	and	implications	as	follows:

	 1	)	School	clerical	staffs	have	about	one	hours	overwork	on	a	workday	and	little	overwork	on	

a	holiday.

	 2	)	 School	 clerical	 staffs	 hardly	 do	 such	works	 as	 answering	 surveys	 conducted	 by	

governments.	Many	 teachers	 feel	burdens	on	 these	works,	but	 it	 is	difficult	 for	 school	

clerical	staffs	to	relieve	the	burdens	by	their	doing	the	works.

	 3	)	Junior	high	school	clerical	staffs	have	more	hours	than	elementary	school	staffs	for	doing	

the	works	related	to	teacher	pay	and	assistance	to	school	attendance.

	 4	)	The	more	hours	the	staffs	have	for	the	work	related	to	teacher	pay	in	school	clerical	work	

cooperation,	 the	more	hours	the	staffs	have	 for	 the	work	related	to	 teacher	pay	 in	 their	

workplace.	The	school	clerical	work	cooperation	policy	can	promote	division	of	work	among	

several	staffs.
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